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農
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
照
表 

○
農
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
網
掛
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

現 
 

 

行 

 

（
農
業
保
険
） 

第
二
条 

農
業
保
険
は
、
農
業
共
済
組
合
若
し
く
は

農
業
共
済
組
合
連
合
会
又
は
市
町
村
（
特
別
区
の

あ
る
地
に
あ
つ
て
は
、
特
別
区
。
以
下
同
じ
。
）

の
行
う
農
業
共
済
事
業
若
し
く
は
農
業
共
済
責

任
保
険
事
業
又
は
農
業
経
営
収
入
保
険
事
業
及

び
政
府
の
行
う
再
保
険
事
業
又
は
保
険
事
業
と

す
る
。 

② 

国
は
、
農
業
者
の
農
業
保
険
へ
の
加
入
が
促
進

さ
れ
る
よ
う
、
農
業
者
の
適
切
な
選
択
に
資
す
る

情
報
の
提
供
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
協
力
依
頼
等
） 

第
百
三
十
三
条 

組
合
等
は
、
共
済
金
額
の
決
定
又

は
支
払
う
べ
き
共
済
金
に
係
る
損
害
の
額
の
認

定
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
組
合
員
等
か
ら

そ
の
生
産
し
た
農
産
物
の
加
工
若
し
く
は
販
売

の
委
託
を
受
け
、
若
し
く
は
当
該
農
産
物
の
売
渡

 

（
農
業
保
険
） 

第
二
条 

農
業
保
険
は
、
農
業
共
済
組
合
若
し
く
は

農
業
共
済
組
合
連
合
会
又
は
市
町
村
（
特
別
区
の

あ
る
地
に
あ
つ
て
は
、
特
別
区
。
以
下
同
じ
。
）

の
行
う
農
業
共
済
事
業
若
し
く
は
農
業
共
済
責

任
保
険
事
業
又
は
農
業
経
営
収
入
保
険
事
業
及

び
政
府
の
行
う
再
保
険
事
業
又
は
保
険
事
業
と

す
る
。 

（
新
設
） 

    

（
協
力
依
頼
） 

第
百
三
十
三
条 

組
合
等
は
、
共
済
金
額
の
決
定
又

は
支
払
う
べ
き
共
済
金
に
係
る
損
害
の
額
の
認

定
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
組
合
員
等
か
ら

そ
の
生
産
し
た
農
産
物
の
加
工
若
し
く
は
販
売

の
委
託
を
受
け
、
若
し
く
は
当
該
農
産
物
の
売
渡

 

第
二
条 

農
業
災
害
補
償
は
、
農
業
共
済
組
合
又
は

市
町
村
（
特
別
区
の
あ
る
地
に
あ
つ
て
は
、
特
別

区
。
以
下
同
じ
。
）
の
行
う
共
済
事
業
、
農
業
共

済
組
合
連
合
会
の
行
う
保
険
事
業
及
び
政
府
の

行
う
再
保
険
事
業
又
は
保
険
事
業
と
す
る
。 

       

（
新
設
） 

    



  

二

し
を
受
け
た
者
又
は
組
合
員
等
に
資
材
の
売
渡

し
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
委
託
又
は
売
渡
し
に

係
る
農
産
物
又
は
資
材
の
数
量
、
品
質
又
は
価
格

に
関
す
る
資
料
の
提
供
に
つ
き
、
そ
の
協
力
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

行
政
庁
は
、
組
合
等
に
対
し
、
共
済
事
業
の
効

率
的
か
つ
円
滑
な
実
施
に
関
し
必
要
な
情
報
の

提
供
又
は
指
導
若
し
く
は
助
言
を
行
う
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。 

  
 

 

第
四
章 

農
業
経
営
収
入
保
険
事
業 

 

第
百
七
十
五
条
～
百
八
十
九
条 

（
略
） 

 

（
連
携
及
び
技
術
的
な
協
力
の
確
保
等
） 

第
百
九
十
条 

全
国
連
合
会
は
、
農
業
経
営
収
入
保

険
事
業
の
効
率
的
か
つ
円
滑
な
実
施
を
図
る
た

め
、
全
国
連
合
会
の
行
う
事
業
と
同
種
の
事
業
を

行
う
者
（
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の

た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
交
付

金
を
交
付
す
る
事
業
そ
の
他
の
農
業
収
入
の
減

し
を
受
け
た
者
又
は
組
合
員
等
に
資
材
の
売
渡

し
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
委
託
又
は
売
渡
し
に

係
る
農
産
物
又
は
資
材
の
数
量
、
品
質
又
は
価
格

に
関
す
る
資
料
の
提
供
に
つ
き
、
そ
の
協
力
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
新
設
） 

     
 

 

第
四
章 

農
業
経
営
収
入
保
険
事
業 

 

第
百
七
十
五
条
～
百
八
十
九
条 

（
略
） 

 

（
連
携
及
び
技
術
的
な
協
力
の
確
保
等
） 

第
百
九
十
条 
全
国
連
合
会
は
、
農
業
経
営
収
入
保

険
事
業
の
効
率
的
か
つ
円
滑
な
実
施
を
図
る
た

め
、
全
国
連
合
会
の
行
う
事
業
と
同
種
の
事
業
を

行
う
者
と
の
連
携
及
び
技
術
的
な
協
力
の
確
保

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

  

         

 

第
四
章 

農
業
共
済
組
合
連
合
会
の
保
険

事
業 

第
百
二
十
一
条
～
第
百
三
十
二
条
の
二 

（
略
） 

 



 

三

少
に
つ
い
て
補
塡
を
行
う
事
業
を
行
う
者
を
含

む
。
）
と
の
連
携
及
び
技
術
的
な
協
力
の
確
保
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。 

② 

全
国
連
合
会
は
、
農
業
経
営
収
入
保
険
事
業
の

実
施
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
国
、
独
立

行
政
法
人
、
地
方
公
共
団
体
及
び
対
象
農
産
物
等

の
販
売
の
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の
関
係
者
に

対
し
、
資
料
又
は
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協

力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

③ 

行
政
庁
は
、
全
国
連
合
会
に
対
し
、
農
業
経
営

収
入
保
険
事
業
の
効
率
的
か
つ
円
滑
な
実
施
に

関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
又
は
指
導
若
し
く
は

助
言
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

   

② 

全
国
連
合
会
は
、
農
業
経
営
収
入
保
険
事
業
の

実
施
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
国
、
独
立

行
政
法
人
、
地
方
公
共
団
体
及
び
対
象
農
産
物
等

の
販
売
の
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の
関
係
者
に

対
し
、
資
料
又
は
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協

力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
新
設
） 

 
 

 

    


